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お知らせ

障害年金を受給している障害年金を受給しているひとり親家庭が、ひとり親家庭が、
「児童扶養手当」を受給できるよう見直されます「児童扶養手当」を受給できるよう見直されます
　現在、公的年金等を受給するひとり親家庭は、年金額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給
することができません。そのため、障害年金を受給しているひとり親家庭で就労が難しい方は、厳しい経済状況
におかれています。そこで、児童扶養手当法の一部を改正し、障害年金を受給している方は、令和３年３月分（令
和３年５月支払い）から、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養
手当として受給することができるように見直されます。

※障害年金以外の公的年金等（遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等）を受給している方は、これまでと変わりません。

現状
●児童扶養手当（月額）43,160 円…①
●障害年金（月額）83,883 円…②
　（《障害年金年額781,700 円+子加算分年額 224,900 円》÷12か月=②）

①＜②のため
児童扶養手当の差額分の支給なし

2021年
３月分から

●児童扶養手当（月額）43,160 円…③
●障害年金の子加算分（月額）18,741円…④
　（子加算分年額 224,900 円÷12か月=④）

③＞④のため
差額 24,420 円（端数調整）の
児童扶養手当を支給

（例）２人世帯（母と子）で、母が障害基礎年金２級を受給し、児童扶養手当の全部支給の所得制限内の場合

※家族構成や所得により支給額が発生しない場合もあります。

■手当を受給するための手続き
　①児童扶養手当受給資格者（障害年金受給のため児童扶養手当が支給停止の方）
　　　➡ 申請は、不要です。
　②それ以外の方（児童扶養手当の認定請求をしたことがない方）
　　　➡ 児童扶養手当を受給するための申請が必要です。令和３年３月１日より前であっても事前申請可能です。
             必要書類など、詳しくはお問合せください。
■申請期限
　令和３年２月 26 日㈮（手当は申請の翌月分から支給開始となります）※事前申請可能
　ただし、令和３年３月１日に支給要件を満たしている方は、令和３年６月 30 日までに申請することで、令和３年３月分 
　の手当から受給できます。　　

ご 芳 志 を い た だ き ま し た
▶ふるさと納税寄付金

1,479件 28,762,000円（2020/10）
▶高齢者福祉のため
「金一封」　李 鴻淑 様

▶文化振興のため
　「小山敬三の絵画 2 点」中嶋 蓉子 様
　「郷土に関する資料書籍 24 冊」
　白鳥 純生 様　
　「御影用水に関する史料 8 冊」
　匿名希望
　「森禮子の書籍 22 冊」匿名希望

問　厚生課　家庭支援係

▶市内小中学校の音楽活動のため
　「6 万円（ながぎん地域応援私募債」
　千曲運輸株式会社 様
▶市内小中学生の遠隔授業のため
　「Wi-Fi モバイルルーター７０台」
　千野 久雄様 ほか１７名 様


